
 

 

議  案  第  ６０  号  

 

 

愛媛地方税滞納整理機構の共同処理する事務の変更及び規約の変更について  

 

愛媛地方税滞納整理機構の共同処理する事務に、森林環境税に係る滞納処分及びこれ

に関連する事務並びに滞納処分の停止又は不能欠損処分をすることについての判定に係

る事務を加え、愛媛地方税滞納整理機構規約を次のとおり変更する。  

 

令和６年９月３日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

愛媛地方税滞納整理機構規約の一部を改正する規約  

 

愛媛地方税滞納整理機構規約（平成１８年２月３日愛媛県指令１７市第１３７１号）

の一部を次のように改正する。  

第３条第１号中「されている地方税」の次に「並びに森林環境税及び森林環境譲与税

に関する法律（平成３１年法律第３号）第７条の規定により個人の市町村民税の均等割

及び個人の道府県民税の均等割の賦課徴収と併せて賦課徴収することとされている森林

環境税」を加える。  

附  則  

この規約は、愛媛県知事の許可のあった日から施行する。  

 

提案理由  

森林環境税の賦課徴収に伴い、森林環境税に係る滞納処分等を行うための愛媛地方税

滞納整理機構の共同処理する事務及び規約の変更に係る協議について、地方自治法第

２９０条の規定により議会の議決を求めるため、本案を提出する。  



 

 

参照条文  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）抜粋  

 

（組織、事務及び規約の変更）  

第２８６条  一部事務組合は、これを組織する地方公共団体（以下この節において「構

成団体」という。）の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務

組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、

都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事

の許可を受けなければならない。ただし、第２８７条第１項第１号、第４号又は第７

号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、この限り

でない。  

２  （省  略）  

第２８６条の２～第２８９条  （省  略）  

（議会の議決を要する協議）  

第２９０条  第２８４条第２項、第２８６条（第２８６条の２第２項の規定によりその

例によることとされる場合（同項の規定による規約の変更が第２８７条第１項第２号

に掲げる事項のみに係るものである場合を除く。）を含む。）及び前２条の協議につ

いては、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。  


